
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額の認定 

根拠法令及び条項 国民健康保険法施行規則第27条の14第4号 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がな

い。 

国民健康保険法施行規則第27条の14第4号 

別紙のとおり 

審査基準 

設定年月日 
年  月  日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間(       即日        ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署   健 康 部   国 民 健 康 保 険 課 

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 

 



 

【別紙】 

○国民健康保険法施行規則 
(昭和三十三年十二月二十七日) 

(厚生省令第五十三号) 
 (令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号、第三項第一号若しくは第二号、
第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ又はロ若しくは

第二号ロの療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額

の算定) 
第二十七条の十四 令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号、第三項第一号

若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号

イ又はロ若しくは第二号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定し

た療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第

二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第三

項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イ

からヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定める額又はその合算額とする。 
一～三（省略） 
四 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給

についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 


